
厚生労働大臣 殿 

 長島愛生園は第 1号の国立療養所として１９３０年（昭和 5年）に開設されました。園内には

国の誤った政策による人権侵害の歴史が残されています。このような人権侵害を二度と繰り返さ

ないために、これらの歴史と教訓を後世に残すことが、今求められています。 

 現在も長島愛生園に残る十坪住宅は、我が国におけるハンセン病隔離政策を支えた証しともい

える貴重な歴史的遺産です。世界遺産登録運動が本格化する一方で、十坪住宅は現在崩壊の危機

にあり、早急な対策が求められています。 

 以上の主旨から、次の事項について請願します。 

請願事項 

 一 長島愛生園の十坪住宅の歴史的価値を認め、国の責任において直ちに修復・保存してくだ

さい。 

 

名前  住所 

   

   

   

   

   

   ＊この署名は、目的以外には使用しません。 

  取扱団体  

ハンセンボランティア「ゆいの会」（会長 近藤 剛）  

事務局 岡山市北区弓之町１－１７ 五藤ビル４階 山本勝敏法律事務所 
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